
JP 4255018 B2 2009.4.15

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のカラーモニタの中から基準とする基準カラーモニタを一つ選択し、その選択した
基準カラーモニタの白の色味のキャリブレーションは測定手段として目視または非接触型
測色器を用いて行い、階調再現特性のキャリブレーションは測定手段として接触型測色器
を用いて行い、そのキャリブレーション後の白及び階調再現特性を接触型測色器を用いて
測定し、基準カラーモニタ以外のカラーモニタのキャリブレーションは、前記基準カラー
モニタについて測定した白の値及び階調再現特性を目標値として、測定手段として接触型
測色器を用いて行うことを特徴とする複数のカラーモニタのキャリブレーション方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カラーモニタを用いたカラーマネジメントを行う際に、カラーモニタの色再
現及び階調再現特性を所望の状態に調整するカラーモニタのキャリブレーションを行う方
法に係り、特に、複数のカラーモニタの白、階調再現特性を、照明光を含めた環境光の影
響を反映させた上で、全て同じ状態にキャリブレーションするための方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　まず、説明に先立ってカラーモニタについて定義しておく。本明細書において「カラー
モニタ」とは、光の３原色Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の加法混色によって色再現を行
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う表示装置全般をいう。その代表的なものとしては、カラーＣＲＴ、カラー液晶表示装置
、カラープラズマディスプレイ表示装置等がある。
【０００３】
　近年、スキャナ、デジタルカメラなどの入力機器、カラーモニタ等の表示機器、プリン
タ、印刷機等の出力デバイスの特性を把握し、その特性をファイルに記述し、その特性フ
ァイルを用いて色変換を行うことにより、様々なデバイスの色を合わせるカラーマネジメ
ントという技術が一般的に行われており、カラーモニタのカラーマネジメントでは、カラ
ーモニタの特性を所望の特性にするキャリブレーションが行われる。
【０００４】
　カラーモニタのキャリブレーションには、白の色味の調整と、階調再現特性の調整の２
つの調整がある。ここで、白の色味の調整は、カラーモニタに表示される白の色味を所望
の色味に調整することである。なお、白は無彩色で、輝度があるのみで、彩度は無いとさ
れているが、多くの場合、実際にカラーモニタに表示される白には彩度もあるものである
。即ち、周知のように、カラーモニタでＲＧＢを最大に発光させたときが白なのであるが
、その状態からＲ，Ｇ及び／またはＢを多少変更しても、その色に順応することによって
、その色が白と認識されるようになるのである。このようにカラーモニタに表示される白
には輝度だけでなく彩度もあるのであり、この輝度と色度の違いが白の色味の相違となっ
て表れるので、白色の調整というキャリブレーションが必要となるのである。
【０００５】
　また、階調再現特性の調整は、入力信号の階調値と、カラーモニタに実際に表示される
輝度との関係を表す階調再現特性を所望の特性とするための調整であり、一般にガンマ補
正と称されることもある。そして、階調再現特性のキャリブレーションを行う際には、従
来行われているように、また後述するように、グレースケールや、ＲＧＢの各原色毎に階
調値を種々に代えた３原色のステップチャートの測色が必要となる。
【０００６】
　このように、カラーモニタの白色の色味のキャリブレーションを行うについては、基準
とする白色の測定、カラーモニタの画面に表示した白の測定が必要となり、階調再現特性
のキャリブレーションを行うについては、カラーモニタに表示したグレースケールの測定
を行う必要がある。
【０００７】
　このような測定を行う方法としては、大きく分けて、目視で行う方法と、測色器を用い
る方法の２通りがあり、更に測色器を用いる方法には、接触型測色器を用いる方法と、非
接触型測色器を用いる方法がある。
【０００８】
　そして、目視により階調再現特性のキャリブレーションを行う方法、あるいは装置とし
ては、例えば特許文献１、特許文献２、特許文献３、特許文献４がある。例えば、特許文
献１には、ディザ画像と連続階調画像とのマッチングを目視で行うことによって階調再現
特性のキャリブレーションを行うことが開示されており、特許文献４には、目視によりカ
ラーモニタの階調再現特性のキャリブレーションを行うことが開示されている。また、各
種の測色を目視または測色器を用いて行い、カラーモニタのキャリブレーションを行うツ
ールも市販されている。なお、本出願人は、先に、目視により階調再現特性をキャリブレ
ーションする装置に関して出願（特願２００３－１７０６２３号）していることを付記し
ておく。
【特許文献１】特許第２８８９０７８号公報
【特許文献２】特開平７－１６２７１４号公報
【特許文献３】特開平８－１９４４５２号公報
【特許文献４】特開平１１－３３８４４３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　ところで、カラーマネジメントを行う部署では、カラーモニタが複数配置されるのが通
常である。例えば、カラーマネジメントの一つとして、カラー画像を実際に印刷する前に
カラーモニタに表示して印刷の出来上がり具合を検証するという、いわゆるソフトプルー
フと称されるのがあるが、ソフトプルーフを行う部署では複数のカラーモニタが配置され
、それらのカラーモニタにカラー画像を表示して印刷の出来上がり具合を確認している。
そのような場合、それら複数のカラーモニタの色再現及び階調再現特性は、全て同じ状態
に調整されることが望まれる。カラーモニタによって表示画像の色の具合が異なるのでは
ソフトプルーフを行うことができないからである。
【００１０】
　このように、複数のカラーモニタを配置する場合には、全てのカラーモニタを同じ状態
にキャリブレーションすることが望まれるのである。そして、各カラーモニタのキャリブ
レーションに際して、白や階調再現特性の測定手段として、接触型測色器を用いた場合に
は、測定を安定して行うことができるので、全てのカラーモニタの色の色味、及び階調再
現特性を安定して合わせることが可能である。
【００１１】
　しかしながら、接触型測色器を用いた場合には、その測色値には環境光の影響が反映さ
れないので、キャリブレーション結果にも環境光の影響が反映されないという欠点がある
。カラーモニタのキャリブレーション結果に環境光の影響を反映させることは重要である
。印刷物の観察や、ソフトプルーフの際のカラーモニタに表示された画像の観察は所定の
環境光の下で行われるのが通常だからである。
【００１２】
　これに対して、キャリブレーション時の測定手段として非接触型測色器を用いた場合に
は、そのキャリブレーション結果に環境光の影響を反映させることができるという長所が
あるが、非接触型測色器は測色器を設置する角度によって測色値が変化してしまう等、セ
ットアップ条件が厳しいために測定には非常に手間がかかるという欠点がある。特に、複
数のカラーモニタに対して非接触型測色器を使用した場合、測定の手間は膨大なものとな
ってしまう。
【００１３】
　また、目視によりキャリブレーションを行った場合には、そのキャリブレーション結果
に環境光の影響を反映させることができるという長所があるが、目視による測定には個人
差があるため、複数人でキャリブレーションを行うとキャリブレーション結果のばらつき
が大きくなってしまうという欠点がある。複数のカラーモニタのキャリブレーションを一
人で行ったとしても測定が安定性に欠けるために、キャリブレーション結果のばらつきは
測色器を使用した場合よりも大きくなってしまう。
【００１４】
　そこで、本発明は、複数のカラーモニタを、環境光の影響を反映させた上で、全て同じ
状態にキャリブレーションでき、しかも測定に掛かる手間も必要最小限に抑えることがで
きる複数のカラーモニタのキャリブレーション方法を提供することを目的とするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション
方法は、複数のカラーモニタの中から基準とする基準カラーモニタを一つ選択し、その選
択した基準カラーモニタの白の色味のキャリブレーションは測定手段として目視または非
接触型測色器を用いて行い、階調再現特性のキャリブレーションは測定手段として接触型
測色器を用いて行い、そのキャリブレーション後の白及び階調再現特性を接触型測色器を
用いて測定し、基準カラーモニタ以外のカラーモニタのキャリブレーションは、前記基準
カラーモニタについて測定した白の値及び階調再現特性を目標値として、測定手段として
接触型測色器を用いて行うことを特徴とする。
【発明の効果】
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【００１８】
　本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法では、複数のカラーモニタ
の中から基準とする基準カラーモニタを一つ選択し、その選択した基準カラーモニタの白
の色味のキャリブレーションは測定手段として目視または非接触型測色器を用いて行い、
階調再現特性のキャリブレーションは測定手段として接触型測色器を用いて行い、そのキ
ャリブレーション後の白及び階調再現特性を接触型測色器を用いて測定し、基準カラーモ
ニタ以外のカラーモニタのキャリブレーションは、前記基準カラーモニタについて測定し
た白の値及び階調再現特性を目標値として、測定手段として接触型測色器を用いて行うの
で、全てのカラーモニタのキャリブレーションを、環境光の影響を反映させ、且つ、必要
最小限の手間で、安定して行うことができ、特に、カラーモニタにモニタフードを取り付
けて用いる場合に有効である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しつつ発明の実施の形態について説明する。いま、複数のカラーモニ
タが配置されているとする。図１はその状態の例を示しており、図１では、２つのカラー
モニタ１０４、２０４が配置されている。より多くの台数のカラーモニタが配置されてい
てもよいことは当然であるが、ここでは２台のカラーモニタがある場合について説明する
。
【００２０】
　そして、カラーモニタ１０４には、外部から画像データを取り込んで画像表示を行うと
共に、キャリブレーションの処理及びプロファイル作成の処理を行うためのコンピュータ
システム１００が接続されている。即ち、コンピュータシステム１００には、画像データ
の取り込んで表示するソフトウェア、キャリブレーションとプロファイル作成を行うため
のソフトウェアが組み込まれている。
【００２１】
　コンピュータシステム１００は、画像データの取り込み、及び表示、そして、カラーモ
ニタ１０４のキャリブレーション、及びカラーモニタ１０４についてのプロファイル作成
を行う主制御手段１０１、キーボード、マウス等の入力装置からなる入力手段１０２を備
えると共に、測色器１０３が接続可能となされている。
【００２２】
　同様に、カラーモニタ２０４には、外部から画像データを取り込んで画像表示を行うと
共に、キャリブレーションの処理及びプロファイル作成の処理を行うためのコンピュータ
システム２００が接続されている。即ち、コンピュータシステム２００には、画像データ
の取り込んで表示するソフトウェア、キャリブレーションとプロファイル作成を行うため
のソフトウェアが組み込まれている。
【００２３】
　コンピュータシステム２００は、画像データの取り込み、及び表示、そして、カラーモ
ニタ２０４のキャリブレーション、及びカラーモニタ２０４についてのプロファイル作成
を行う主制御手段２０１、キーボード、マウス等の入力装置からなる入力手段２０２を備
えると共に、測色器２０３が接続可能となされている。
【００２４】
　ここで、カラーモニタ１０４、２０４としては、上述したように、カラーＣＲＴ、カラ
ー液晶表示測定／調整装置、カラープラズマディスプレイ表示測定／調整装置等の、光の
３原色であるＲ、Ｇ、Ｂの加法混色によって色再現を行うものであればよい。なお、各コ
ンピュータシステムと、それに対応するカラーモニタとの接続は、コンピュータシステム
に内蔵されたビデオカードを介して、ＶＧＡケーブル、ＤＶＩケーブル、ＢＮＣケーブル
等によって行われる。ビデオカードについては後述する。
【００２５】
　測色器１０３、２０３としては接触型測色器、あるいは非接触型測色器が用いられる。
何れも、コンピュータシステム１００の主制御手段１０１、コンピュータシステム２００
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の主制御手段２０１に接続可能で、且つ、主制御手段１０１または主制御手段２０１によ
って制御可能なものを用いる。このような制御手段によって制御可能な測色器は広く知ら
れているものである。なお、主制御手段１０１と測色器１０３の接続、主制御手段２０１
と測色器２０３との接続は、何れも、シリアル方式、ＵＳＢ方式、ＩＥＥＥ１３９４、あ
るいはその他の適宜な方式で行うことができる。
【００２６】
　測色器については周知であるが、非接触型測色器は、非接触でカラーモニタ等の発光体
と、印刷物やタイル等の反射物の両方を測色できる測色器であり、分光放射輝度計や、色
彩計等がある。また、接触型測色器は、測定対象に接触して測色する測色器である。なお
、図１では主制御手段１０１、２０１には測色器は一つしか接続されていないが、接触型
測色器と非接触型測色器の２種類の測色器を接続としてもよいことはいうまでもない。
【００２７】
　さて、まず、本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法の参考例につ
いて説明する。図２は、本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法の参
考例を示すフローチャートであり、まず、複数のカラーモニタの中から、一つのカラーモ
ニタを選ぶ（ステップＳ１）。ここでは、ステップＳ１で選ばれたカラーモニタを基準カ
ラーモニタと称することにする。ここでは、基準カラーモニタとして、図１のカラーモニ
タ１０４を選んだとする。
【００２８】
　次に、ステップＳ１で選んだ基準カラーモニタ１０４について、環境光の影響を反映し
たキャリブレーションを行う（ステップＳ２）。即ち、この場合には、白の色味と階調再
現特性の２つのキャリブレーションを行うための測定手段として、目視または非接触型測
色器の何れかを用いるのである。なお、このキャリブレーションはコンピュータシステム
１００が実行する。
【００２９】
　このときの処理については後述するが、目視による場合、白の色味のキャリブレーショ
ンは、オペレータが予め用意した基準の白を有する基準白色物と、基準カラーモニタ１０
４に表示された白を見比べながら、基準カラーモニタ１０４に表示された白を、基準白色
物の白に合わせる。また、階調再現特性のキャリブレーションは、予め目標となる階調再
現特性を設定し、オペレータが基準カラーモニタ１０４に表示された所定の画像パターン
を観察しながら、あるべきグレーまたは３原色の状態を設定し、それに基づいてコンピュ
ータシステム１００が、階調再現特性を目標として設定された状態に設定する。
【００３０】
　非接触型測色器を用いた場合、白の色味のキャリブレーションは、コンピュータシステ
ム１００が、予め用意された基準の白を有する基準白色物の測色値と、基準カラーモニタ
１０４に表示された白の測色値を比較しながら、基準カラーモニタ１０４に表示された白
が基準白色物の白に一致するように調整する。そしてこのとき、最終的に設定された白を
測定して、その測色値を保存する。また、階調再現特性のキャリブレーションは、コンピ
ュータシステム１００が、基準カラーモニタ１０４に表示した所定の画像パターンを非接
触型測色器で測定し、そのコンピュータシステム１００の内部の状態または基準カラーモ
ニタ１０４の内部の状態を、予め設定された目標の階調再現特性になるように調整する。
【００３１】
　このようにして基準カラーモニタ１０４についてのキャリブレーションが行われるが、
このキャリブレーションの結果には環境光の影響が反映されることは明らかである。
【００３２】
　次に、実際には、基準カラーモニタ１０４についてのプロファイル作成を行うが、プロ
ファイル作成については本発明において本質的な事項ではないので、図２では図示を省略
している。後述するように、このプロファイル作成時にはＲＧＢの３原色の色度を測定す
る必要があるが、その測定手段としては、測定を安定的に行うために、接触型測色器を用
いるのがよい。
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【００３３】
　そして、基準カラーモニタ１０４についてのキャリブレーション、プロファイル作成が
終了すると、接触型測色器を用いて、キャリブレーションにより設定された白、及び階調
再現特性を測定して、それらの測色値を保存する（ステップＳ３）。このとき接触型測色
器を用いるのは、測定が容易に、且つ安定的に行えるからである。なお、このときの処理
については後述する。
【００３４】
　次に、基準カラーモニタ１０４以外のカラーモニタ、図１の場合にはカラーモニタ２０
４、について、測定手段として接触型測色器を用いてキャリブレーションを行う（ステッ
プＳ４）。白の色味、及び階調再現特性の２つのキャリブレーションの何れもを接触型測
色器を用いて行うのである。即ち、基準カラーモニタ以外のカラーモニタのキャリブレー
ションに際しては、環境光の影響は反映させないのである。そして、このときのキャリブ
レーションにおける白及び階調再現特性の目標値としては、ステップＳ３で測定した、基
準カラーモニタ１０４のキャリブレーションで設定された白及び階調再現特性の測定値を
用いる。なお、このキャリブレーションはコンピュータシステム２００が実行する。
【００３５】
　このときの処理については後述するが、白の色味のキャリブレーションは、コンピュー
タシステム２００が、基準カラーモニタ１０４のキャリブレーションで設定された白の測
色値を目標値として、基準カラーモニタ以外のカラーモニタ２０４に表示した白を接触型
測色器で測定し、当該目標の白の値と一致するように調整する。また、階調再現特性のキ
ャリブレーションは、コンピュータシステム２００が、基準カラーモニタ１０４のキャリ
ブレーションで設定された階調再現特性の測定値を目標値として、基準カラーモニタ以外
のカラーモニタ２０４に表示した所定の画像パターンを接触型測色器で測定し、コンピュ
ータシステム２００の内部の状態またはカラーモニタ２０４の状態を、当該目標の階調再
現特性に一致するように調整する。
【００３６】
　次に、実際には、基準カラーモニタ１０４以外のカラーモニタ２０４についてのプロフ
ァイル作成を行うが、プロファイル作成については本発明において本質的な事項ではない
ので、図２では図示を省略している。このときの測定手段としても接触型測色器を用いれ
ばよい。
【００３７】
　以上のように、本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法の参考例で
は、基準とするカラーモニタのキャリブレーションは、目視または非接触型測色器を用い
て、環境光の影響を反映させ、基準カラーモニタ以外のカラーモニタのキャリブレーショ
ンは、基準カラーモニタのキャリブレーションで設定された白の値、及び階調再現特性を
目標値として、接触型測色器を用いて測定することによって行うので、全てのカラーモニ
タのキャリブレーションを、環境光の影響を反映させ、且つ、必要最小限の手間で、安定
して行うことができる。
【００３８】
　基準カラーモニタのキャリブレーションに際しては、目視または非接触型測色器を用い
るのであるが、非接触型測色器を用いてキャリブレーションを行うのは基準カラーモニタ
の１台だけであるので、測定に掛かる手間は必要最小限に抑えることができる。また、基
準カラーモニタのキャリブレーションを目視で行う場合にも、目視によりキャリブレーシ
ョンを行うのは基準カラーモニタの１台だけであるので、ばらつきが生じることはない。
そして、基準カラーモニタ以外のカラーモニタのキャリブレーションは、接触型測色器を
用いて行うので、ばらつきがなく、安定的に行うことができる。
【００３９】
　次に、本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法の実施の形態につい
て説明する。この実施の形態は、図２のステップＳ２の基準カラーモニタのキャリブレー
ションのうち、階調再現特性のキャリブレーションを行う際には、測定手段として接触型
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測色器を用いる点でのみ、上述した参考例と異なっている。即ち、基準カラーモニタのキ
ャリブレーションのうち白の色味のキャリブレーションは目視または非接触型測色器を用
いて行うが、階調再現特性のキャリブレーションは接触型測色器を用いて行うのである。
【００４０】
　このことの意味は次のようである。後述するように、基準カラーモニタの白の色味のキ
ャリブレーション時には、基準としたい所望の白を有する基準白色物を用意して、当該基
準白色物と、基準カラーモニタに表示された白との比較を行うのであるが、その場合、基
準白色物の白は、基準白色物に当たる環境光が変わると、それに応じて変化することにな
る。従って、そのような環境光の影響を基準カラーモニタの白の色味のキャリブレーショ
ンに反映させるためには、測定手段としては目視によるか、非接触型測色器を用いる必要
がある。
【００４１】
　勿論、基準カラーモニタの画面にも環境光が写り込み、その結果として、基準カラーモ
ニタ自体の色、階調再現特性が変化することがあるが、カラーモニタにはモニタフードが
取り付けられることも多く、その場合にはカラーモニタの画面への環境光の写り込みは少
なく、環境光の影響は低減されるので、階調再現特性のキャリブレーション時には、測定
手段として接触型測色器を用いても問題はなく、有効な方法である。
【００４２】
　このように、カラーモニタにモニタフードが取り付けられている場合には、基準カラー
モニタの階調再現特性のキャリブレーション時には測定手段として接触型測色器を用いて
も有効であるのであり、これがこの実施の形態なのである。従って、この実施の形態によ
れば、基準カラーモニタに関する階調再現特性のキャリブレーションには環境光の影響は
反映されない点を除いて、その他は上述した参考例の効果と同様の効果が奏されるのであ
る。
【００４３】
　即ち、この実施の形態においても、（i）基準カラーモニタの白の色味のキャリブレー
ションには環境光の影響を反映させることができる、（ii）非接触型測色器を用いてキャ
リブレーションを行うのは基準カラーモニタの１台だけであるので、測定に掛かる手間は
必要最小限に抑えることができる、（iii）目視によりキャリブレーションを行うのは基
準カラーモニタの１台だけであるので、ばらつきが生じることはない、（iv）基準カラー
モニタ以外のカラーモニタのキャリブレーションは、接触型測色器を用いて行うので、ば
らつきがなく、安定的に行うことができる、という効果が奏されるのである。
【００４４】
　以上、本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法、及びその効果につ
いて説明したが、次に、カラーモニタのキャリブレーションの具体的な手法、及びプロフ
ァイル作成の具体的な手法の例について説明する。なお、白の色味のキャリブレーション
の手法、階調再現特性のキャリブレーションの手法、及びプロファイル作成の手法は種々
知られており、以下に説明する各手法はあくまでも一例に過ぎないものであることを付言
しておく。
【００４５】
（１）コンピュータシステム１００、２００の構成例
　まず、図１に示すコンピュータシステム１００、２００のより詳細な構成例、特に、主
制御手段１０１、２０１の構成例を図３に示す。なお、図３に示す構成は、キャリブレー
ションの処理、及びプロファイル作成の処理に関する部分のみを示し、その他は省略して
いる。また、図３にはコンピュータシステム１００の構成を示すが、各コンピュータシス
テム１００、２００の構成は全て同じである。従って、図３に示す構成は、コンピュータ
システム２００の構成でもあるのである。
【００４６】
　さて、図３において、主制御手段１０１は、第１色変換手段１４、第２色変換手段１５
、符号２０で示す破線で囲んだ部分、及び制御手段１８とを含んでいる。破線２０で囲ん
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だ部分は、一般にビデオボードと称されるものである。ビデオボード２０の構成としては
種々のものがあるが、ここでは、Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれのデジタル色信号について入出力
特性を定めるためのルックアップテーブル（ＬＵＴ）１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂ、及びデジ
タル色信号Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれをアナログ色信号に変換するＤ／Ａ変換器１７Ｒ，１７
Ｇ，１７Ｂで構成されているものとする。
【００４７】
　第１色変換手段１４は、外部から入力される画像データのＲＧＢまたはＣＭＹＫを、標
準色空間の色に変換するものであり、ここでは、ＸＹＺに変換するものとする。この第１
色変換手段１４は、予め作成して第１色変換手段１４に登録しておく。なお、第１色変換
手段１４に登録するプロファイルの作成は、周知の方法で行えばよい。この第１色変換手
段１４に登録するプロファイル、及びその作成手法は、本発明において本質的な事項では
ない。
【００４８】
　第２色変換手段１５は、標準色空間の色の値であるＸＹＺを、キャリブレーション及び
プロファイル作成の対象となる当該カラーモニタ１０４に固有のＲＧＢ色空間の色に変換
するものであり、後述するプロファイル作成の処理によって作成されたプロファイルが登
録される。
【００４９】
　なお、第１色変換手段１４及び第２色変換手段１５は実際にはソフトウェアであり、図
３に示すように、ビデオボード２０の前段においてプロファイルを用いて、ソフトウェア
により行われるものである。
【００５０】
　ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂは、それぞれ、Ｒ，Ｇ，Ｂのデジタル色信号の入力値対
出力値を定めるものであり、後述する階調再現特性のキャリブレーションの処理によって
定められた入出力特性が登録される。Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂは、それぞれ
、Ｒ，Ｇ，Ｂのデジタル色信号をアナログ色信号に変換するものであり、これらのアナロ
グ色信号はカラーモニタ１０４のアナログ入力端子に入力される。なお、ここではＤ／Ａ
変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂは、何れも増幅器を含み、それらの増幅器の利得が制御手
段１８によって制御可能であるとする。
【００５１】
　なお、ここでは、ビデオボード２０はコンピュータシステム１００の主制御手段１０１
に含まれるものとしたが、カラーマネジメントに用いられるカラーモニタには、ビデオボ
ード２０と同等の機能を持つ場合もある。従って、制御手段１８から、そのようなカラー
モニタのビデオボード２０に相当する箇所を制御することが可能であれば、制御手段１８
によりカラーモニタのそれらの箇所を制御し、主制御手段１１の中のビデオボード２０は
制御しないようにすることもできるが、ここでは、図３に示すように、主制御手段１１に
おいてアナログ色信号に変換するまで行い、カラーモニタ１０４はＤ／Ａ変換器１７Ｒ，
１７Ｇ，１７Ｂのそれぞれの出力であるＲＧＢの各アナログ色信号を入力して表示するも
のとし、キャリブレーションは、後述するように、当該ビデオボード２０を制御すること
により行うものとして説明を行う。
【００５２】
　また、ここでは、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂが増幅器を含んでおり、それら
の増幅器の利得を制御するものとしているが、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂが増
幅器を含んでいない場合には、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂのそれぞれの前段に
デジタル色信号の増幅器を設けて、それらの増幅器の利得を制御するようにしてもよく、
あるいは、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂのそれぞれの後段にアナログ色信号の増
幅器を設け、それらの増幅器の利得を制御するようにしてもよい。特に、近年の液晶のカ
ラーモニタでは直接デジタル色信号を入力して表示するタイプのものがあるが、そのよう
なカラーモニタを用いる場合には、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂのそれぞれの前
段にデジタル色信号の増幅器を設け、それらの増幅器の利得を制御するようにする必要が
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あることは当然であり、その増幅器の出力のデジタル色信号をそのままカラーモニタに入
力するようにすればよい。
【００５３】
　制御手段１８には、上述したように、基準カラーモニタ、及び基準カラーモニタ以外の
カラーモニタについての白の色味、及び階調再現特性というキャリブレーションの処理を
行うためのプログラム、及び、プロファイル作成の処理を行うためのプログラムが組み込
まれている。そのために、制御手段１８は、第２色変換手段１５へのプロファイルの書き
込み、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂへの入出力特性の書き込み、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，
１７Ｇ，１７Ｂの利得の制御を行い、更に、ＲＧＢデジタル色信号の出力端子を備えてい
る。図３では、制御手段１８から出力されたＲＧＢは、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂの
前段に入力されるものとしている。
【００５４】
　以上が主制御手段１０１の構成例の概略であり、次にキャリブレーション及びプロファ
イル作成の手法の例について説明する。なお、以下では便宜的にＲ，Ｇ，Ｂの各デジタル
色信号は８ビットのデータで表現され、０～２５５の２５６の階調値をとるものとする。
【００５５】
　なお、基準カラーモニタ１０４への種々のウインドウやメッセージの表示、及び後述す
るグレースケール等の表示は、制御手段１８が、表示すべき画像を構成するデジタル色信
号を制御手段１８のＲＧＢ出力端子から出力することによって行うのであり、この点は基
準カラーモニタ１０４以外のカラーモニタにおいても同様である。
【００５６】
（２）基準カラーモニタについてのキャリブレーション
　この基準カラーモニタ１０４についてのキャリブレーションは、図２のステップＳ２で
行われる。これまでも述べている通り、これには、白の色味のキャリブレーションと、階
調再現特性のキャリブレーションの２つがある。
【００５７】
（２－１）白の色味のキャリブレーション
　まず、基準カラーモニタ１０４についての白の色味のキャリブレーションの処理につい
て説明する。上述した通り、この基準カラーモニタについての白の色味のキャリブレーシ
ョンでは、測定手段として、目視による場合と、非接触型測色器を用いた場合の２つの場
合がある。
【００５８】
（２－１－１）目視による場合
　この白の色味のキャリブレーションを行うに際しては、オペレータは、予め基準の白色
としたい基準白色物を用意し、入力手段１０２により、基準カラーモニタについての目視
による白の色味のキャリブレーションのメニュー（図示せず）を選択し、実行を指示する
。これにより、制御手段１８は、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂの入出力特性をクリアし
て、出力値＝入力値となる特性を書き込むと共に、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂ
の増幅器の利得を所定の値、例えば最大利得値とし、更に、ＲＧＢ出力端子から、Ｒ，Ｇ
，Ｂの階調値が何れも２５５のデジタル色信号を出力する。従って、このときには、外部
から画像データは入力されないので、基準カラーモニタ１０４にはＲＧＢ何れも最大振幅
のアナログ色信号が入力されることになる。
【００５９】
　目視による白の色味のキャリブレーションは、オペレータが基準白色物の白と、基準カ
ラーモニタ１０４に表示された白とを目視により見比べながら、基準カラーモニタ１０４
の白を調整するのであるが、この調整は種々の方法により行うことができ、例えば、基準
カラーモニタ１０４に輝度調整摘みや、カラーバランス調整摘みが設けられている場合に
は、これらの調整摘みを操作することによって行うことができ、また、例えば、白が表示
されている基準カラーモニタ１０４の画面の一部に、図４に示すような白の色味の調整の
ためのウインドウを表示することによって行うこともでき、ここでは、この例について、
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図４を参照して説明する。
【００６０】
　図４に示すウインドウには、ＲＧＢのそれぞれについて、色信号の振幅をパーセントで
示したバーが表示され、各バーの中にはスクロールバー２１、２２、２３が表示されてい
る。そして、オペレータは基準カラーモニタ１０４に表示された白と、基準白色物と見比
べながら、入力手段１０２によってスクロールバー２１、２２、２３を操作して、両者の
白の色味が一致するように調整する。この際、スクロールバー２１、２２または２３が操
作されると、制御手段１８は、どの色がどれだけ変化されたか、その変化量を取り込み、
当該変化量に応じて対応する色のＤ／Ａ変換器の増幅器の利得を制御する。
【００６１】
　これによって画面に表示される白の色味が変化するので、オペレータは試行錯誤的にス
クロールバー２１、２２または２３を操作して、表示された白の色味と、基準白色物の白
の色味とが一致すると、図４のウインドウの「ＯＫ」ボタンを操作する。「ＯＫ」ボタン
が操作されると、制御手段１８は、各Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂの増幅器の利
得をそのときの状態に保持する。これによって目視による白の色味のキャリブレーション
が行われる。
【００６２】
　なお、図４に示すようなウインドウに代えて、ＲＧＢのそれぞれについて直接階調値を
数値入力するウインドウ、あるいはＤ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂのそれぞれの利
得を数値入力するウインドウを表示することによっても白の色味のキャリブレーションを
行うことができることは明らかであろう。
【００６３】
　以上の処理によって、基準カラーモニタ１０４について、環境光の影響を反映した白の
色味のキャリブレーションを行うことができる。
【００６４】
（２－１－２）非接触型測色器による場合
　この場合にも、オペレータは基準白色物を用意し、更に、測色器１０３として非接触型
測色器をＩ／Ｆ１９に接続して、入力手段１０２により、基準カラーモニタについての非
接触型測色器を用いた白の色味のキャリブレーションのメニュー（図示せず）を選択し、
実行を指示する。これにより、制御手段１８は、非接触型測色器を用いた白の色味のキャ
リブレーションの処理を開始するが、まず、目視による白の色味のキャリブレーションの
処理と同様に、制御手段１８は、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂの入出力特性をクリアし
て、出力値＝入力値となる特性を書き込むと共に、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂ
の増幅器の利得を所定の値、例えば最大利得値とし、更に、ＲＧＢ出力端子から、Ｒ，Ｇ
，Ｂの階調値が何れも２５５のデジタル色信号を出力する。
【００６５】
　そして、まず、オペレータは、非接触型測色器を基準白色物に向け、入力手段１０２か
ら測定の実行を指示する。これにより、制御手段１８は、非接触型測色器からなる測色器
１０３に測色の指示を与える。これによって非接触型測色器は測色を開始し、その測色値
を制御手段１８に通知する。これにより制御手段１８は基準白色物の白の測色値を取り込
む。
【００６６】
　次に、オペレータは、非接触型測色器からなる測色器１０３を基準カラーモニタ１０４
の画面に向け、画面に表示されている白の測定の実行を指示する。これにより、制御手段
１８は、測色器１０３に測色の指示を与える。これによって測色器は測色を開始し、その
測色値を制御手段１８に通知する。
【００６７】
　このようにして画面の白の測色値を受けると、制御手段１８は、当該画面の白の測色値
と、先に取り込んだ基準白色物の白の測色値とを比較し、両者の差が所定の誤差の範囲内
であれば、現在表示している白は基準白色物の白と同じであるとして、Ｄ／Ａ変換器１７
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Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂの増幅器の利得を現在のまま保持して白の色味のキャリブレーション
の処理を終了する。
【００６８】
　しかし、画面の白の測色値と、基準白色物の白の測色値との差が所定の誤差の範囲外で
ある場合には、制御手段１８は、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒの増幅器の利得、Ｄ／Ａ変換器１７
Ｇの増幅器の利得、及び／またはＤ／Ａ変換器１７Ｂの増幅器の利得を変更して新たな白
を表示する。このときには制御手段１８から出力するＲ，Ｇ，Ｂの階調値は変更されず、
何れも２５５のままであるが、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒの増幅器の利得、Ｄ／Ａ変換器１７Ｇ
の増幅器の利得、及び／またはＤ／Ａ変換器１７Ｂの増幅器の利得が変更されるので、新
たな白が表示されるのである。
【００６９】
　そして、制御手段１８は再度測色器１０３に測色の指示を与え、測色器１０３から新た
な白の測色値を取り込み、画面の白の測色値と、基準白色物の白の測色値とを比較して、
両者の差が所定の誤差の範囲内か、範囲外かを判断し、誤差の範囲外であれば、制御手段
１８は、更にＤ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂの何れか、あるいは複数を制御して新
たな白を表示し、それを測色するという動作を繰り返す。
【００７０】
　つまり、この処理では、制御手段１８は、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂの何れ
か、あるいは複数を制御して白を表示し、その測色値と、基準白色物の白の測色値とを比
較するという動作を、両者の測色値の差が誤差の範囲内になるまで試行錯誤的に繰り返し
行うのである。この際の処理としては、例えば、両者の測色値を比較して、表示している
白が基準白色物の白より赤が多い場合には、ＲのＤ／Ａ変換器１７Ｒの増幅器の利得を下
げ、逆に表示している色の赤が少なければＤ／Ａ変換器１７Ｒの増幅器の利得を上げる、
という処理を行えばよい。
【００７１】
　そして、画面の白の測色値が、基準白色物の白の測色値と誤差の範囲内になると、制御
手段１８は両者の白の色味は一致したと判断して、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂ
の増幅器の利得をそのままの状態に保持する。
【００７２】
　以上の処理によって、基準カラーモニタ１０４について、環境光の影響を反映した白の
色味のキャリブレーションが行われる。
【００７３】
（２－２）階調再現特性のキャリブレーション
　以上のようにして、基準カラーモニタ１０４についての白の色味のキャリブレーション
が終了すると、制御手段１８は、図２のステップＳ２における処理として、次に、階調再
現特性のキャリブレーションの処理を開始する。上述した通り、本発明の参考例では、目
視または非接触型測色器を用いて行い、本発明の実施形態では、接触型測色器を用いて行
うので、オペレータは、まず、何れの測定手段を用いるのかを設定する。
【００７４】
　以下、それぞれの場合の処理について説明する。なお、階調再現特性のキャリブレーシ
ョンを開始する時点では、既に白の色味のキャリブレーションは終了しているので、各Ｄ
／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂの増幅器の利得は、白の色味のキャリブレーションで
設定された値に保持されており、各ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂは、依然としてクリア
された状態、即ち、出力値＝入力値となる特性となされている。
【００７５】
（２－２－１）目視による場合
　測定手段として目視が設定された場合には、制御手段１８は、基準カラーモニタについ
ての目視による階調再現特性のキャリブレーションの処理を実行する。この目視による階
調再現特性のキャリブレーションの処理は種々知られており、上記の特許文献１、２、３
または４に開示されている手法を用いることができるが、以下、目視による階調再現特性
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のキャリブレーションの処理の一例について概略説明する。
【００７６】
　制御手段１８は、まず、所望のγ値の入力を要求するウインドウ（図示せず）を表示し
、当該ウインドウにおいて、所望のγ値が数値入力されて実行が指示されると、当該入力
されたγ値を記憶する。
【００７７】
　次に、制御手段１８は、基準カラーモニタ１０４に、図５（ａ）に示すように、背景色
が黒（図のａの部分）、中央部が可変の赤（図のｂの部分）（値はＲとする）の測定画面
がスクロールバー２４と共に表示する。この画面において、スクロールバー２４が操作さ
れると、制御手段１８はスクロールバー２４によるＲの変化量を検知し、当該変化量に応
じて制御手段１８からＬＵＴ１６Ｒに出力するＲの値を変化させる。従って、図５のｂで
示す部分は、黒（Ｒ＝Ｇ＝Ｂ＝０）から赤（Ｒ＝２５５，Ｇ＝Ｂ＝０）まで変化させるこ
とが可能である。
【００７８】
　そして、オペレータは、図５（ａ）のｂの部分が黒から赤に変化し始めた位置でスクロ
ールバー２４の操作を終了し「次へ」ボタンを操作する。これによって、このとき制御手
段１８は、そのときに出力しているＲの値を黒と赤とのオフセット量αｒとして記憶する
。同様にして、制御手段１８は黒と緑とのオフセット量αｇ、黒と青とのオフセット量α
ｂを求める。
【００７９】
　そして制御手段１８は、求めたオフセット量αｒ，αｇ，αｂに基づいて、先に入力さ
れたγ値の入力ガンマ特性のテーブルを、Ｒ，Ｇ，Ｂのそれぞれについて作成し、その作
成した入力ガンマ特性テーブルを、それぞれＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂに書き込む。
なお、入力ガンマ特性テーブルを作成するについては、必ず、（入力値＝２５５，出力値
＝２５５）の点を通るようにする。これで階調再現特性のキャリブレーションが終了とな
る。
【００８０】
　図５（ｂ）に作成されたガンマ曲線の例を示す。図５（ｂ）において太い実線で示す曲
線は、Ｒについて作成され、ＬＵＴ１６Ｒに書き込まれた入力ガンマ特性テーブルの例を
示しており、図中の太い破線は、出力＝入力＝０の点を通り、入力されたγ値を有する曲
線を示している。
【００８１】
　以上の通り、この処理によれば、黒と赤とのオフセット量αｒ、黒と緑とのオフセット
量αｇ、黒と青とのオフセット量αｂは何れもオペレータの目視によって定められるので
、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂに書き込まれた入力ガンマ特性テーブルは、環境光の影
響が反映されたものとなる。
【００８２】
（２－２－２）非接触型測色器による場合
　測定手段として非接触型測色器が設定された場合には、制御手段１８は、基準カラーモ
ニタについての非接触型測色器による階調再現特性のキャリブレーションの処理を実行す
る。以下、非接触型測色器を用いた階調再現特性のキャリブレーションの処理の一例につ
いて概略説明する。なお、この場合には、オペレータは、予めＩ／Ｆ１９には、測色器１
０３として非接触型測色器を接続して、基準カラーモニタ１０４の画面に向けておく。
【００８３】
　制御手段１８は、まず、所望のγ値の入力を要求するウインドウ（図示せず）を表示し
、当該ウインドウにおいて、所望のγ値が数値入力されて実行が指示されると、当該入力
されたγ値を記憶する。
【００８４】
　次に、制御手段１８は、所定の値のＲＧＢをＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂに出力する
。このとき、Ｒ，Ｇ，Ｂ，の値は全て同じ（Ｒ＝Ｇ＝Ｂ）となされている。従って、基準
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カラーモニタ１０４の画面には、当該信号値に対応したグレースケールが表示されること
になる。
【００８５】
　当該グレースケールを表示すると、制御手段１８は、測色器１０３に測色の指示を与え
、測色器１０３からの測色値を取り込む。この場合には測色器１０３として非接触型測色
器が用いられているので、その測色値には環境光の影響が反映されていることは当然であ
る。
【００８６】
　制御手段１８は、ＲＧＢの値を種々に変更して（ただし、ＲＧＢの階調値は同じ値）、
グレースケールの表示と、測色を繰り返す。いくつのグレースケールを表示するかは任意
に定めることができ、グレースケールの数が多い程、階調再現特性を高精度に定めること
ができる。
【００８７】
　制御手段１８は、所定の数だけのグレースケールの表示、及び測色を終了すると、測色
値及びグレースケールの信号値に基づいて、基準カラーモニタ１０４における入力信号の
階調値と、実際の表示輝度との関係を示す階調再現特性、具体的には、入力信号階調値対
表示輝度の関係を求める。次に、制御手段１８は、当該階調再現特性と、予め入力された
γ値のガンマ特性を実現するための階調再現特性との比較から、制御手段１８からある階
調値のＲ，Ｇ，Ｂを出力したときに、実際に基準カラーモニタ１０４に表示される輝度が
入力されたγ値のガンマ特性上になるようにするためにはＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂ
によってどのように変更されるべきかを定めるテーブルを作成する。
【００８８】
　この処理の概略を説明する。いま、例えば、先に設定されたγ値を有するガンマカーブ
が図６の破線で示すようであり、所定の数のグレースケールを実際に測色して得た、基準
カラーモニタ１０４への入力信号階調特性と測色輝度の関係をプロットしてスムージング
したカーブが図６の実線のようであったとする。このとき、ある入力信号階調値Ｋ１に注
目すると、実際の測色輝度は、破線のガンマカーブ上にはないから、表示されるべき輝度
Ｑとは異なっている。この場合には、制御手段１８は、実線の入力信号階調値対測色輝度
のカーブ上において、当該入力信号階調値Ｋ１が入力されたときに表示されるべき輝度Ｑ
となる入力信号階調値を求める。この場合にはＫ２となる。そこで制御手段１８は、ＬＵ
Ｔ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂの各テーブルにおいて、入力信号の階調値がＫ１である場合に
は、階調値がＫ２の信号を出力するように設定する。これにより、画像データのある画素
のＲ，Ｇ，Ｂの階調値が全てＫ１である場合には、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂから出
力される信号の階調値は何れもＫ２となり、基準カラーモニタ１０４に表示されるグレー
の輝度はＱとなる。
【００８９】
　以上の処理を全ての入力信号階調値について行う。これにより、全ての階調値について
入力信号の階調値に対して出力信号の階調値が対応付けられたテーブルが得られ、制御手
段１８は、このテーブルをＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂに書き込む。従って、この処理
では、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂの３つのＬＵＴは全て同じものとなる。これで非接
触型測色器を用いた階調再現特性のキャリブレーションの処理は終了となる。
【００９０】
　なお、以上の説明では、階調再現特性としてγ値を設定するものとしたが、基準カラー
モニタ１０４への入力信号階調値対輝度のカーブを、直接、所望のように設定するように
してもよい。また、以上の説明では、グレースケールを表示するものとしたが、ＲＧＢの
各原色毎に階調値を種々に代えた、いわゆるステップチャートを表示して、測定してもよ
いことは当業者に明らかである。そして、上述したように、γ値を設定して、グレースケ
ールを表示、測定するようにした場合には、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂに登録される
入出力特性は同じものとなるが、各原色毎に基準カラーモニタ１０４への入力信号階調値
対輝度のカーブを設定し、各原色についてのステップチャートを表示、測定して、上述し
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たと同様の処理を行うようにすることも可能であり、この場合には、ＬＵＴ１６Ｒ，１６
Ｇ，１６Ｂに書き込まれる入出力特性は、一般的には互いに異なったものとなる。
【００９１】
（２－２－３）接触型測色器による場合
　これは、上述した本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法の実施の
形態における処理であり、測定手段として接触型測色器が設定された場合には、制御手段
１８は、基準カラーモニタについての接触型測色器による階調再現特性のキャリブレーシ
ョンの処理を実行するが、このときの処理は、使用する測色器が異なるだけで、処理自体
は上述した非接触型測色器を用いた場合の処理と同じであるので、説明は省略する。なお
、この場合には、オペレータは、予めＩ／Ｆ１９には、測色器１０３として接触型測色器
を接続して、基準カラーモニタ１０４の画面に接触させておく。
【００９２】
（３）基準カラーモニタについてのプロファイル作成
　この基準カラーモニタ１０４についてのプロファイル作成は、図２のステップＳ２の基
準カラーモニタ１０４についてのキャリブレーションの処理に引き続いて行われる。この
プロファイル作成の処理では、周知の通り、プロファイル作成の対象となっているカラー
モニタに固有のＲＧＢによる色空間の色を、ＣＩＥ ＸＹＺ，ＣＩＥ Ｌ*ａ*ｂ* 等の標準
色空間の色に変換するための第１の色変換手段と、標準色空間の色を当該カラーモニタに
固有のＲＧＢによる色空間の色に変換するための第２の色変換手段の２つの色変換手段を
作成する。
【００９３】
　まず、カラーモニタについてのプロファイルについて簡単に説明する。標準色空間とし
てＣＩＥ ＸＹＺを用いた場合、基準カラーモニタ１０４に階調値がＲ，Ｇ，Ｂの信号を
入力し、そのときに基準カラーモニタ１０４に実際に表示される色の測色値をＸ，Ｙ，Ｚ
としたとき、Ｘ，Ｙ，Ｚは、簡単にいえば、次の（１）式で示す行列式として表されるこ
とが知られている。
【００９４】
【数１】

【００９５】
ここで、γはガンマ値、ＸＲ，ＹＲ，ＺＲは赤の原色（Ｒ＝２５５，Ｇ＝Ｂ＝０）のみが
表示された場合の測色色度、ＸＧ，ＹＧ，ＺＧは緑の原色（Ｒ＝０，Ｇ＝２５５，Ｂ＝０
）のみが表示された場合の測色色度、ＸＢ，ＹＢ，ＺＢは青の原色（Ｒ＝２５５，Ｇ＝Ｂ
＝０）のみが表示された場合の測色色度である。
【００９６】
　即ち、（１）式は、階調値がそれぞれＲ，Ｇ，Ｂの信号を基準カラーモニタ１０４に入
力した場合に表示される色の測色値Ｘ，Ｙ，Ｚを表しているのであり、これは当該基準カ
ラーモニタ１０４についてのプロファイルのうちの、基準カラーモニタ１０４に固有のＲ
ＧＢによる色空間の色を、ＣＩＥ ＸＹＺの標準色空間の色に変換するための第１の色変
換手段に他ならない。そして、（１）式をＲ，Ｇ，Ｂについて解いた式がプロファイルの
もう一つの色変換手段であるところの、ＣＩＥ ＸＹＺの標準色空間の色を、当該基準カ
ラーモニタ１０４に固有のＲＧＢによる色空間の色に色変換する第２の色変換手段となる
。
【００９７】
　従って、プロファイル作成に際しては、制御手段１８は、（１）式を求めて第１の色変
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換手段を作成し、更にそれをＲ，Ｇ，Ｂについて解いて第２の色変換手段を作成して、そ
れらを図３に示す第２色変換手段１５に書き込む処理を行うのである。
【００９８】
　さて、（１）式を得るためには、先ずＲＧＢ３原色の色度を測定する必要がある。（１
）式中のＸＲ，ＹＲ，ＺＲ，ＸＧ，ＹＧ，ＺＧ，ＸＢ，ＹＢ，ＺＢを得る必要があるから
である。また、プロファイルを作成するについては、対象である基準カラーモニタ１０４
の階調再現特性が所望の状態になっている必要がある。更に、（１）式には反映されない
のであるが、ＩＣＣの規格では白色の値を記述しておかなければならないので、白色の測
定を行う必要がある。このように、プロファイルを作成するに際しては、白の色味の測定
、階調再現特性の測定、及びＲＧＢ３原色の色度の３つの項目の測定が必要となるのであ
る。
【００９９】
　しかし、プロファイル作成の処理を開始する時点では、既にキャリブレーションの処理
は終了しており、基準カラーモニタ１０４の白の色味、及び階調再現特性は既に所望の状
態に調整されている。従って、プロファイル作成に必要な白の値としては、白の色味のキ
ャリブレーションの処理において測定された白の値をそのまま用いればよく、（１）式の
γ値としては、階調再現特性のキャリブレーションの処理において設定されたγ値をその
まま用いればよい。従って、この場合には、ＲＧＢ原色色度を測定して、赤の原色色度Ｘ
Ｒ，ＹＲ，ＺＲ、緑の原色色度ＸＧ，ＹＧ，ＺＧ、及び青の原色色度ＸＢ，ＹＢ，ＺＢを
測定するだけでよい。以下、ＲＧＢ原色色度の測定について説明する。
【０１００】
（３－１）ＲＧＢ原色色度の測定
　ここでは、ＲＧＢ原色色度は接触型測色器を用いて行うものとしているので、接触型測
色器を用いた測定について説明する。しかし、非接触型測色器を用いて行うこともでき、
接触型測色器を用いた場合と、非接触型測色器を用いた場合とでは、用いる測色器が異な
るだけで、処理自体は同じである。
【０１０１】
　このとき、オペレータは、予めＩ／Ｆ１９には、測色器１０３として接触型測色器を接
続して、基準カラーモニタ１０４の画面に接触させておく。この処理においては、制御手
段１８は、まず、赤の原色（Ｒ＝２５５，Ｇ＝Ｂ＝０）を出力し、測色器１０３に測色の
指示を与えて、測色値を取り込み、この測色値を（１）式の右辺のマトリクス中のＸＲ，
ＹＲ，ＺＲとする。次に、制御手段１８は、緑の原色（Ｒ＝０，Ｇ＝２５５，Ｂ＝０）を
出力し、測色器１０３に測色の指示を与えて、測色値を取り込み、この測色値を（１）式
の右辺のマトリクス中のＸＧ，ＹＧ，ＺＧとし、更に、青の原色（Ｒ＝Ｇ＝０，Ｂ＝２５
５）を出力し、測色器１０３に測色の指示を与えて、測色値を取り込み、この測色値を（
１）式の右辺のマトリクス中のＸＢ，ＹＢ，ＺＢとする。
【０１０２】
（３－２）プロファイルの作成
　このようにして、白の値、階調再現特性、即ちγ値、そしてＲＧＢ３原色色度を得ると
、制御手段１８は、（１）式を第１の色変換手段を得、更に（１）式をＲＧＢについて解
いて第２の色変換手段を得て、これら２つの色変換手段を第２色変換手段１５に書き込む
。これでプロファイル作成の処理が終了する。なお、図３の第２色変換手段１５は、ＸＹ
ＺからＲＧＢへの色変換を行うものであるので、実際の色変換で用いるのは第２の色変換
手段のみである。
（４）白の値、及び階調再現特性の測定、保存
　これは図２のステップＳ３で行われる処理であり、基準カラーモニタ１０４に対応した
コンピュータシステム１００は、基準カラーモニタ１０４について行ったキャリブレーシ
ョンによって定められた白、及び階調再現特性を測定して、保存する。このときには測定
手段として接触型測色器を用いる。容易に、且つ安定的に測定を行うことができるからで
ある。
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【０１０３】
　このときにはオペレータは、予め、測色器１０３として接触型測色器をＩ／Ｆ１９に接
続して、当該測色器２０３を他のカラーモニタ２０４の画面に接触させておく。なお、こ
のときには、ＬＵＴ１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂには、階調再現特性のキャリブレーションに
おいて定められた入出力特性が書き込まれており、Ｄ／Ａ１７っＲ，１７Ｇ，１７Ｂの増
幅器の利得は、白の色味のキャリブレーションにおいて定められた値となっている。
【０１０４】
　そして、制御手段１８は、ＲＧＢ出力端子から、Ｒ，Ｇ，Ｂの階調値が何れも２５５の
デジタル色信号を出力する。上述した通り、Ｄ／Ａ１７っＲ，１７Ｇ，１７Ｂの増幅器の
利得は、白の色味のキャリブレーションにおいて定められた値になっているから、基準カ
ラーモニタ１０４には、白の色味のキャリブレーションで設定された白が表示される。そ
して、制御手段１８は、測色器１０３に測定の指示を与えて、測色値を取り込み、この測
色値を白の測定値として保存する。そして、制御手段１８は、この白の測定値をプロファ
イルに書き込むのである。
【０１０５】
　次に、制御手段１８は、階調再現特性のキャリブレーションを行う際に表示したと同じ
画像パターンを順次表示し、その都度測色器１０３に測定の指示を与えて、測色値を取り
込み、この測色値を階調再現特性の測定値として保存する。上述した場合のように、階調
再現特性のキャリブレーション時に所定の数のグレースケールを表示した場合には、それ
らのグレースケールを順次表示し、その都度測色器１０３に測定の指示を与えて、測色値
を取り込み、この測色値を階調再現特性の測定値として保存する。また、階調再現特性の
キャリブレーション時に各原色についてのステップチャートを表示した場合には、それら
のステップチャートを順次表示し、その都度測色器１０３に測定の指示を与えて、測色値
を取り込み、この測色値を階調再現特性の測定値として保存するようにすればよい。また
、階調再現特性のキャリブレーションに際してγ値が設定されている場合には、そのγ値
も保存するようにするのがよい。
【０１０６】
（５）基準カラーモニタ以外のカラーモニタについてのキャリブレーション
　この基準カラーモニタ１０４以外のカラーモニタ、図１の場合はカラーモニタ２０４（
以下、単に他のカラーモニタ２０４と記すことにする。）、についてのキャリブレーショ
ンは、図２のステップＳ４で行われる。上述した通り、この他のカラーモニタ２０４の白
の色味、及び階調再現特性のキャリブレーションは、何れも接触型測色器を用いて行う。
以下、処理の概略について説明するが、ここでは便宜的に、コンピュータシステム２００
の図３に示す構成の各部の符号については、２桁の符号１４～１９の先頭にそれぞれ「２
」を付して３桁の符号として示す。従って、図３の制御手段１８は、コンピュータシステ
ム２００においては「２１８」という符号となる。その他についても同じとする。
【０１０７】
（５－１）白の色味のキャリブレーション
　他のカラーモニタ２０４の白の色味のキャリブレーションを行う際には、白の色味の目
標値として、図２のステップＳ３で測定、保存した、基準カラーモニタ１０４について行
ったキャリブレーションの結果得られた白の測定値を用いる。これは、例えば、コンピュ
ータシステム１００の制御手段１８から、保存されている白の値をフレキシブルディスク
等の適宜な記憶媒体に記憶し、その記憶媒体から制御手段２１８に読み込めばよい。
【０１０８】
　そして、オペレータは、予め測色器２０３として接触型測色器をＩ／Ｆ２１９に接続し
て、当該測色器２０３を他のカラーモニタ２０４の画面に接触させておき、入力手段２０
３により、他のカラーモニタの白の色味のキャリブレーションの処理の実行を指示する。
これにより、制御手段２１８は、他のカラーモニタについての接触型測色器を用いた白の
色味のキャリブレーションの処理を開始するが、まず、制御手段２１８は、ＬＵＴ１６Ｒ
，１６Ｇ，１６Ｂの入出力特性をクリアして、出力値＝入力値となる特性を書き込むと共
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に、Ｄ／Ａ変換器１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂの増幅器の利得を所定の値、例えば最大利得値
とし、更に、ＲＧＢ出力端子から、Ｒ，Ｇ，Ｂの階調値が何れも２５５のデジタル色信号
を出力する。
【０１０９】
　この後の処理は、白の目標値が基準白色物ではなく、基準カラーモニタ１０４に対応し
たコンピュータシステム１００から取り込むことと、測色器２０３として接触型測色器を
用いることが異なるだけで、上述した基準カラーモニタ１０４に対する白の色味のキャリ
ブレーションの処理と同様である。即ち、制御手段２１８は、Ｄ／Ａ変換器２１７Ｒ，２
１７Ｇ，２１７Ｂの何れか、あるいは複数を制御して白を表示し、その測色値と、目標の
白の値とを比較するという動作を、両者の差が誤差の範囲内になるまで試行錯誤的に繰り
返し行い、両者の差が誤差の範囲内になった場合には、Ｄ／Ａ変換器２１７Ｒ，２１７Ｇ
，２１７Ｂの増幅器の利得をそのままの状態に保持するという処理を実行するのである。
【０１１０】
　以上の処理によって、他のカラーモニタ２０４についての白の色味のキャリブレーショ
ンを行うことができるが、上述したところから明らかなように、このキャリブレーション
時に用いる白の値には環境光の影響が反映されているので、結果として、他のカラーモニ
タ２０４の白の色味のキャリブレーションにおいても環境光の影響が反映されることにな
る。また、このときには接触型測色器を用いるので、測定を安定して行うことができるの
である。
【０１１１】
（５－２）階調再現特性のキャリブレーション
　他のカラーモニタ２０４の階調再現特性のキャリブレーションを行う際には、階調再現
特性の目標値として、図２のステップＳ３で測定、保存した、階調再現特性の測定値を用
いる。これは、例えば、コンピュータシステム１００の制御手段１８から、保存されてい
る階調再現特性の測定値をフレキシブルディスク等の適宜な記憶媒体に記憶し、その記憶
媒体から制御手段２１８に読み込めばよい。
【０１１２】
　即ち、この場合の階調再現特性の目標となるのは、キャリブレーションを行った後の基
準カラーモニタ１０４における、制御手段１８から出力するＲＧＢの階調値に対する、基
準カラーモニタ１０４の表示輝度との関係となる。
【０１１３】
　この後の処理は、階調再現特性の目標値がオペレータによって入力設定されるのではな
く、基準カラーモニタ１０４に対応したコンピュータシステム１００から取り込むことと
、測色器２０３として接触型測色器を用いることが異なるだけで、上述した基準カラーモ
ニタ１０４に対する非接触型測色器を用いた階調再現特性のキャリブレーションの処理と
同様である。
【０１１４】
　即ち、制御手段２１８は、所定の数だけのグレースケールの表示、及び測色を行い、測
色値及びグレースケールの信号値に基づいて、他のカラーモニタ２０４における入力信号
の階調値と、実際の表示輝度との関係を示す階調再現特性、具体的には、入力信号階調値
対表示輝度の関係を求め、次に、当該階調再現特性と、先に取り込んだ目標とする階調再
現特性との比較から、制御手段２１８からある階調値のＲ，Ｇ，Ｂを出力したときに、実
際に他のカラーモニタ２０４に表示される輝度が目標とする階調再現特性となるようにす
るためにはＬＵＴ２１６Ｒ，２１６Ｇ，２１６Ｂによってどのように変更されるべきかを
定めるテーブルを作成して、その作成したテーブルを、ＬＵＴ２１６Ｒ，２１６Ｇ，２１
６Ｂに登録する処理を実行するのである。
【０１１５】
　以上の処理によって、他のカラーモニタ２０４についての階調再現特性のキャリブレー
ションを行う。そして、上述したところから明らかなように、本発明の参考例におけるよ
うに、基準カラーモニタ１０４の階調再現特性のキャリブレーションを目視または非接触
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型測色器を用いて行った場合には、コンピュータシステム１００の制御手段１８から取り
込む、目標となる階調再現特性には環境光の影響が反映されているので、結果として、他
のカラーモニタ２０４の階調再現特性のキャリブレーションにおいても環境光の影響が反
映されることになる。
【０１１６】
　対して、本発明の実施の形態におけるように、基準カラーモニタ１０４の階調再現特性
のキャリブレーションを接触型測色器を用いて行った場合には、コンピュータシステム１
００の制御手段１８から取り込む、目標となる階調再現特性には環境光の影響は反映され
ないが、カラーモニタにモニタフードが取り付けられている場合には有効であることは上
述した通りである。
【０１１７】
（６）他のカラーモニタについてのプロファイル作成
　他のカラーモニタ２０４についてのプロファイル作成は、図２のステップＳ４の他のカ
ラーモニタ２０４についてのキャリブレーションの処理に引き続いて行われる。そして、
この処理は、上述した、基準カラーモニタ１０４についてのプロファイル作成の処理と同
様である。
【０１１８】
　即ち、このプロファイル作成の処理を開始する時点では、既に、白の値は得られており
、また階調再現特性、具体的にはγ値も分かっているので、上記の（３－１）の項で説明
したＲＧＢ原色色度の測定を接触型測色器を用いて行い、次に上記の（３－２）の項で説
明したプロファイルの作成の処理を行う。これによって、作成された他のカラーモニタ２
０４についてのプロファイルが第２色変換手段２１５に書き込まれる。
【産業上の利用可能性】
【０１１９】
　以上説明したように、本発明によれば、複数のカラーモニタを用い、それらの全てのカ
ラーモニタを同じ状態にキャリブレーションすることが望まれる技術分野において、環境
光の影響を反映させた上で、しかも測定に掛かる手間も必要最小限に抑えることができる
キャリブレーション方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】複数のカラーモニタが配置されている状態を示す図である。
【図２】本発明に係る複数のカラーモニタのキャリブレーション方法の参考例を示すと共
に、本発明の実施の形態を説明するためのフローチャートである。
【図３】コンピュータシステム１００のより詳細な構成例、特に、主制御手段１０１の構
成例を示す図である。
【図４】基準カラーモニタ１０４についての目視による白の色味のキャリブレーションの
処理を説明するための図である。
【図５】基準カラーモニタ１０４についての目視による階調再現特性のキャリブレーショ
ンの処理を説明するための図である。
【図６】基準カラーモニタ１０４についての非接触型測色器を用いた階調再現特性のキャ
リブレーションの処理を説明するための図である。
【符号の説明】
【０１２１】
１４…第１色変換手段
１５…第２色変換手段
１６Ｒ，１６Ｇ，１６Ｂ…ＬＵＴ
１７Ｒ，１７Ｇ，１７Ｂ…Ｄ／Ａ変換器
１８…制御手段
１９…Ｉ／Ｆ
２０…ビデオボード
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１００，２００…コンピュータシステム
１０１，２０１…主制御手段
１０２，２０２…入力手段
１０３，２０３…測色器
１０４，２０４…カラーモニタ

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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